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熊本市企業管理者の給与に関する条例（昭和４１年条例第４８号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条の規

定に基づき、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定に

より本市に置かれる管理者（以下「企業管理者」という。）の給与に関する

事項を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条の規

定に基づき、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定に

より本市に置かれる管理者（以下「企業管理者」という。）の給与に関する

事項を定めることを目的とする。 

（給料） （給料） 

第２条 企業管理者の給料月額は、７０７，０００円（熊本市交通事業の設置

等に関する条例（昭和４１年条例第５１号）第１条に規定する交通事業の企

業管理者にあっては、６３７，０００円）とする。 

第２条 企業管理者の給料月額は、７０５，０００円（熊本市交通事業の設置

等に関する条例（昭和４１年条例第５１号）第１条に規定する交通事業の企

業管理者にあっては、６３５，０００円）とする。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


